
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

第1 開催日時 令和3年6月25日（金）午後4時

第2 開催場所 名古屋高等裁判所大会議室

第3 出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

第4 議事の経過及び結果

1 付議事項

平成30年名古屋高等裁判所規程第1号を廃止する規程について，別添の裁

判官会議資料第1のとおり決議し，名古屋高等裁判所規程第1号として令和3

年6月25日に制定した。

2 承認を求める事項

裁判官の配置の定めの一部変更について，別添の裁判官会議資料第2に記載

のとおり全員異議なく承認した。

3 報告事項

次の事項について，報告を受けた。

(1) 裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第3の1に記載のとおり

（2） 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第3の2に記載のとおり

(3) 裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資料第3の3に記載のとおり

（4） 裁判官以外の裁判所職員の昇格について

別添の裁判官会議資料第3の4に記載のとおり

（5） その他（文書開示）

別添の裁判官会議資料第3の5に記載のとおり
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議事録作成者
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第1 付議事項

平成30年名古屋高等裁判所規程第1号を廃止する規程の制定について

別紙第1のとおり

第2 承認を求める事項

裁判官の配置の定めの一部変更について

1 令和3年1月12日から，次のとおり一部を変更した。

〔第1 裁判官の配置］

新|日

1 本庁
民事第
裁判
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2 令和3年3月1日から，次のとおり一部を変更した

〔第1 裁判官の配置〕
可
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裁判長 判

判

判

判

判

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
半
半
半
半

部４
長

庁
第
判

本
事
裁

民
Ｉ

事
事
事
事
事

古久保

水 谷

真 田

西 村

高 橘

正 人

美穂子
尚 美

修

信 幸

古久保

水 谷

真 田

西 村
高 橋

事
事
事
事
事

正 人

美穂子

尚 美
修

信 幸

(代行）

次のとおり一部を変更した。合和3年4月1日から
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L第1 裁半ll官の配置）
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新|日
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4 令和3年4月8日から，次のとおり一部を変更した

[第1 裁判官の配置」

’
新旧
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5 令和3年5月1日から，次のとおり変更L

〔第1 裁判官の配置］
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6 令和3年5月18日から，次のとおり変更した

〔第1 裁判官の配置〕

寺r一
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り
］
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史
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第3 報告事項

1 裁判官の職務代行について

別紙第2のとおり

2 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更

(1 令和3年4月1日から，次のとおり一部を変更した

〔第6 各種委員及び係裁判官］

新日’

判罰署員会
委員長 長官
委 員 判事
同 判事
同 判事
同 判事
同 判事
同 判事
同 判事

､差||例麥員会
委員長 長
委 員 判
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堀 ｜ﾉﾘ

高 lll
萩 本

厚
慎
正
正
伸

光
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内
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本
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事
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箏
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永
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始
鹿
堀
高
萩
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眞~汀F子 一一
千惠子(事務局長）’

~一

列y＆
1M<

田

昇『};ゞ｜《|雁
|司 判事

榎
福研涯

Fj.j、

田
=七
に二］

眞扣子
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信 彦

工丁’、

司詰
？‐l

r ■ 可

|司

同

町玄
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flj \

後
福
秋

|；

同 判事 内 山 真理子
西~報琵員套広報委員会

委員長 判事
委 員 判事
同 判事

判事

g）

qフ
，」
q】

委員長 半ll事 福 田 千恵子(事務局長）千恵子(事務局長）
朋 弘

健 一(金沢支部）
償 子

福 出
日 置
永 井
大久保

野一重一頑
7F－F藍一二

園 ､ﾄ''零

莉謂

蝕
一
氷

姿一同 ’
(金沢支部）

半''事 大久保 優 子

資料事務指導係裁半||官
判事 水 谷 美穂子

資料事務指導係裁判官
判事 福 田
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’
（2） 令和3年4月8Rから，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕
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1 常置委員
規程2条1項1
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委員長
姜 員
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D

I

I2号の委員2号の委員

永 野 厚

倉 田 慎
古久保 正

始 関 正
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1項1
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光
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修判

事
３
事
事
４

十一トー

報k 本

委員

野

久保

委員
山

規程2条1項3号の委員
判 事 飯 野

判 事 大久保
規程2条］項4号の委員

支部長 高 lll

規程2条1項3

判 事

判 事

規程2条1項4
支部長

号の

飯

大

号の

高

郎
弾
１

里
優

光

里 朗

優 子

I明

明壮

変更した(3) 令和3年5月1日から，次のとおり

［第6 各種委員及び係裁判官〕

ザナr

和|日

判例委員会

委員長 長官
委 員 判事
百一一 判事
同 判事

同 判事
同 判事

|司 判事
同 判事

同 判事
幹 事 判事
同 判事

同 判事

うり変更した，

判例委員会

姿 員 長宮
同 判事

同 判事

同 判事

同 半ll\

同 判事

り
全Ｊ
口

４
／
』

幸 夫
慎 也

正 人

正 光

伸 二
満

光 明（金沢支部）
修

尚 美

眞知子
千恵子(事務局長）
真理子

白 井

倉 田
古久保

始 関

鹿 野

堀 内
高 山

萩 本
真 田

後 藤
福 出

内 山

幸 夫
慎 也
正 ノ、

正 光

伸 二

満

光 明（金沢支部）
修

尚 美

眞知子
千恵子(事務局長）

真理子

日 井
倉 出
IiT久保

始 閨

鹿 野

堀 内山
本
出
藤
田
山

商
萩
真
後
福
内

判事

判事

判事

判事

判事

判事

同

同

同

幹 事
同

同 ’
(4《 令和3年5月18日から，次

［第6 各種委員及び係裁判官〕

のと』二

ワ
ー

新IH
I

判例委員会
委員長 長官
委 員 判事
同 判事
同 判事

判例委員会

委員長 長官

委 員 判事
同 判事

同 判事

同 判事

同 判事

同 判事

同 判事

同 判事
幹 事 判事

同 判事
|司 判事

白 井
倉 田

古久保

始 関

幸
慎
派
正

夫
也
人
光

幸 夫
慎 也
正 人

止 光

伸 二
満

光 明 （
修

尚 美

眞知子
千恵子（
真理子

白 井

倉 田

古久保

始 関

鹿 野

堀 内

高 山

萩 本
頁 田

後 藤

福 田
内 山

伸判事
判宰

野
内

鹿
堀

同
同

､､上』_：

i閂

うP寺*3)1ノ、‐へ ロ1J，金 轤纒礪孵僻纒

修

浩 史(金沢支部）
問 美
'貢知子

千恵子(事務局長）
真理子

萩 本

森
真 田
後 藤
福 円

内 山

同

同

同

幹 事
|司

同

(事務局長）

【参考】

－ 6 －



’ 新|H

常置委員

規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 白 井 幸
委 員 判 事 倉 田 慎

判 事 古久保 正
判 事 始 関 正
判 事 鹿 野 伸

判 事 堀 内

：ﾄ|｜ 事 萩 本

規程2条1項3号の委員
判 事 飯 野 里

判 事 大久保 優

規程2条1項4号の委員
支部長 高 山 光

常置委員

規程2条1項1
委員長 長 官

判 事
判 事

判 事

判 事
判 事

判 事

規程2条1項3
判 事

判 事

規程2条1項4

1 ’ 巨
貝
幸
‐

委の
ル
ォ

ロ言ワ
苧
［
ロ 十一

アミ

夫
也
人
光
二
満
修

倉 田

古久保

始 関

鹿 野
堀 内

萩 本
号の委員

飯 野

大久保

号の委員

慎 也
正 人

正 光

伸 二

満

修

朗
子

里
優

朗
子

川1
／ 』

支部長 森 史

生
ｐ

Ｔ
Ｙ
Ｊ
ｌ

【参考】 (令和3 年 7月I旧から）

b

'

新|H

1 常置委員

常置委員会規程2条

委員長 長 官 永

置
置
員

常
常
委

委員

委員会規程2条1項1,2号の委員

長 長 官 永 野 厚 郎

1

1項1,2号の委員

野 厚 郎
田 慎 也

入保 正 人

関 正 光

野 伸 二

内 満

ク

倉
古
始
鹿
堀

事
事
事
事
事

倉 田 慎

古久保 正

始 閏 正

鹿 野 伸
堀 内

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
半
‐
半
‐
半
十
千

事
事
事
事
事

也
人
光
二
満

判

判

判

判

判

判

委員会規程

半1

判

委員会規程
支

判 事 萩 本

常置委員会規程2条1項3

修事 萩 本 修
2条1項3号の委員

事 飯 野 里 朗

事 大久保 優 子

2条1項4号の委員
部長 森 浩 更

号の委
'1J.P L＝

弔’三
巨

目藤
一
本

後
一
山

事
一
事 眞知子

判
判

万起子
常

1 1 己

上当己

'三

常置委員会規程2条1項4号の委
支部長 森 浩 史

三1
1－1

3 裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別紙第3のとおり

l 裁判官以外の裁判所職員の昇格について

81j紙笥4のとおり

5 その他

別紙第5のとおり

再

一 イ ー



(別紙第］）

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
●
号

一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第

令
和
●
年
●
月
●
日

名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

則

名
古

屋
高

等
裁

判

所



(別紙第1参考資料）

名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

次
の
各
号
に
掲
げ
る
服
務
の
宣
誓
を
行
う
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
者
は
、

二
金
沢
支
部
に
勤
務
す
る
職
員

名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
長
又
は
そ
の
代
理
者

一

本
庁
に
勤
務
す
る
職
員

名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
又
は
そ
の
代
理
者

（
施
行
期
日
）

名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程

附

則

名
古

屋
高

等
裁

判

所



２
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規

程
第
一
号
）
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）



(別紙第1参考資料）

最高裁人能第181号

（人い－07）

令和3年3月24日

殿
殿

殿
殿

殿
殿

殿
殿

高 等 裁 判 所 長 官

地 方 裁 判 所 長

家 庭 裁 判 所 長

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司 法 研 修 所 長

裁判所職員総合研修所長

最 高裁 判 所 図 書 館長

最高裁判所事務総局人事局長 徳 岡
ﾝム
1口

裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の一部を改正する規程

の制定について （通知）

標記の規程が令和3年最高裁判所規程第1号として3月24日に制定されました。

この規程の内容及び新|日対照条文は別添のとおりです。



対
し
」
に
、

「
に
署
名
し
て
」
を
「
を
提
出
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

正
す
る
。

最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号

第
二
条
第
一
項
中
「
。
以
下
同
じ
。
」

を
削
り
、

「
の
面
前
又
は
そ
の
裁
判
所
が
指
定
す
る
者
の
面
前
に
お
い
て
」
を
「
に

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

則



第
二
条

宣
誓
は
、
裁
判
所
職
員
が
所
属
す
る
裁
判
所
（
簡

第
二
条

宣
誓
は
、
裁
判
所
職
員
が
所
属
す
る
裁
判
所
（
簡

易
裁
判
所
又
は
検
察
審
査
会
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
に

易
裁
判
所
又
は
検
察
審
査
会
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）

の
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
。
以

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）

（
削
る
）

長
に
対
し
、

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

別
紙
様
式
の
宣
誓
書
を
提
出
し
て
行
う
。

新

21 者
の
面
前
に
お
い
て
、
別
紙
様
式
の
宣
誓
書
に
署
名
し
て

行
う
。

下
同
じ
。
）
の
長
の
面
前
又
は
そ
の
裁
判
所
が
指
定
す
る

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
権
限
は
、

そ
の
裁
判
所
の

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

|日

－1－



（
削
る
）

31解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
せ
、
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
方
法
で
宣
誓
の
趣
旨
を
理

わ
せ
る
者
は
、
宣
誓
前
、
裁
判
所
職
員
に
宣
誓
書
を
朗
読

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
面
前
に
お
い
て
宣
誓
を
行

一 ワ －
． 竺



(別紙第1参考資料）

ｊ
日

Ｂ
４

’
２

０
月

２
３

｜

年
ろ

３

人
和

く
令

高等裁判所事務局長 殿

地方裁判所事務局長 殿

家庭裁判所事務局長 殿

最高裁判所事務総局人事局総務課長 福 島 直 之

裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の－－部改正について

（事務連絡）

令和3年3月24日最高裁判所規程第1号「裁判所職員の服務の宣誓に関する規

程の一部を改正する規程」により，標記の規程の一部が改正されました。改正の趣

旨及び改正後の同規程（以下「新規程」という。）の概要等は，別紙のとおりです。



(別紙）

改正の趣旨及び新規程の概要等について

1 服務の宣誓について，改正前の裁判所職員の服務の宣誓に関する規程（以下「

旧規程jという。）においては，裁判所職員が所属する裁判所（以下「所属裁判

所」という。）の長の面前又はその裁判所が指定する者の面前において宣誓書に

署名して行うとされていた(IH規程第2条第1項）が 新規程においては，「面

前」及び「署名」に係る部分を削除し，所属裁半l1所の長に対し宣誓書を提出して

行うものとされた（新規程第2条）。

2 これに伴い，所属裁判所がその面前において宣誓を行わせる者を指定する権限

の委任に関する規定（|日規程第2条第2項），宣誓前に宣誓書の朗読等の方法に

より宣誓の趣旨を理解させる旨の規定（同条第3項）についても削除された。

なお、新たに職員となる者において，宣誓書の記載文言を確認して，宣誓書

を作成し提出することにより，服務の宣誓の趣旨は理解されるものと考えている

が，新採用職員に対するフレッシュセミナーにおいても，服務の宣誓と関連付け

て服務規律の内容を理解させるなどの配慮をお願いしたい。
』



(別経第2）

鹿務代行一覧

命･免

－ 一一一一 ,_一一一~~一一■－ ー~一 ~~一一・一一円F~ ~一 一一 一一一~~~一~一一~~ － 口壬一 一 =

｜

発令日璽溺代行庁障 盲
I

R3 ' !,名古屋高判事i
R3 3 1 名古屋地判事 i

R3.3 1 名古屋高判事 1名古屋地判事(部総括）
簡滋判事

R3.3.25 岐阜家判事補 i

R3.3.25 福井家判事補
ロっ具， I:主室山11重 錘

｜‐ 直薦柾行期間 ，

麗現 官 嵐氏 名|始鯛｜磯期墨翁
名古屋地家一宮支判 山 本 万起子R3112R3331 嵩蕊
事･一宮魎裁判事
名古屋高判事･名古屋後 藤 便 知 子R3．31 R3.3.31 高裁
簡裁判事

名古屋名古屋高判事･名古屋西 村 修R3.3.1 mrml 冨蚕
簡裁判事

岐阜地判事補 ｜金 子 隼 人R3 3 25R4 3.31高裁

福井地判事補 ｜妃 井 奨 之R3325 R433! |高裁
｜津地判事補 ｜山 本 健 太|R3.4.1 R4.3.31 1高裁

氏 名 発令庁
始期 終期

山 本 万 起 子R3．1．12 高裁R3．1．12 R3．3．31《叩

高裁R3.3-1 R3.3.1

１
’
１

３
－
３

恥一睡

〈叩

名古屋高判事

岐阜家判事補

村
字
一
井

R3.3 1

修
一
人
一
之

高裁

西
一
金
一
妃

R3.3.1
命

命
一＝
”

隼
一
奨 率一議

津家判事補

名古屋地判事

命
一
命

１
１

４
４

３
３

Ｒ
Ｒ

名古屋高判事.名古屋簡裁判事|謬鑿畿雛
前 田 郁 勝 高裁R3.4.1 R3．5．31

竹 内 浩 史

R34] |名古屋高判事
里4↑|名古屋高判事

津地家判事(部総括ﾙ津簡裁判|篭霊判争名古屋事

識
一
率

R3-4 1 R3.4 1 R3-4-30〈叩

名古屋地判事(部識橘)･名古屋'名古屋高判事名古屋IB置朋弘驍裁判事 i筒裁判學

R3.4.1 R3.4.30〈叩



（別紙第3） 常置委員会諮問等事項

(事務職・書記職（幹部職員等）－高裁任命権 参考：最高裁任命権等）

備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日

’
廣田 昭彦 最高裁発令事項’R3: 4. 1 名古屋高裁 刑事首席書記官 名古屋地裁 刑事首席書記官

R3､ 4. 1 名古屋地裁 刑事首席書記官 金沢地裁 事務局長

R3. 4. 1 金沢地裁 事務局長 名古屋高裁 人事課長

神谷 秀行 最高裁発令事項

瀬田 正明 最高裁発令事項

名商屋地裁『霧烏蕊長■■ 沢田 和弘

最高裁発令事項
鈴村 康人 季!~，：

R34 1 名古屋高裁 人事課長

R3.4 1名古屋地裁『溝7鞭長 I■■■

'

’
中村 多佳子R34. 1 名古屋高裁 刑事次席書記官 ’名古屋高裁 総括企画官

R3 4.1 名古屋高裁 総括企画官 、 名古屋家裁 家事次席書記官

R3,4 1 名古屋家裁 家事次席書記官 岐阜家裁 次席書記官

最高裁発令事項

大林 克典

村田 秦志 最高裁発令事項

口 ’ 前川文弘f高裁発令事噴R34 1 岐阜家裁 次席書記官

’

天舂 優子 最高裁発令事項

武藤 和夫 最高裁発令事項

木戸 琢磨 最高裁発令事項

最高裁発令事項
高橋 光彦 聖'~'，

岐阜地裁 事務局次長

福井地裁 事務局次長

福井家裁 事務局次長

R34. 1 津家裁 事務局長

R3. 4. 1 岐阜地裁 事務局次長

R3.4 1 福井地裁 事務局次長

R34 1 福井家裁 事務局次長 ’



備 考異動前官職発令事項 氏名発令年月日

R3.4. 1 岐阜家裁 ｜事務局長 名古屋家裁 少年首席書記官 楢原 明 に最高裁蕊…
R3,4. 1名古屋家裁少年首席書記官 岐阜家裁首席書記官 海住孝幸,最高裁発令事項

首席書記官兼名古屋

R3.4 1岐阜雲裁首庶書記官 名古屋麟裁蕊霊ﾎ諭義 小笠原晶最高裁発令事項
席書記官

首席書記官兼名古屋

地裁民事次席書記官

兼名古屋地裁刑事次

席書記官

最高裁発令事項
佐々木 憲 呉渓'ﾛ』R3.4.1 名古屋簡裁

柘植 秦人 最高裁発令事項

小林 善明 最高裁発令事項

最高裁発令事項
松田 誠司 坐,=ル

R34. 1 津地裁 民事首席書記官 津地裁 事務局次長

R341 '津地裁 事務局次長 津家裁 ｜事務局次長

｜R3.4 1 津家裁 事務局次長



発令事項 異動前官職 備 考氏名発令年月日

’
R3･41 1津地裁 刑事首席書記官 ｜最高裁 刑事局審査官 谷口 弘城 最高裁発令事項

Ⅱ

最高裁発令事頓’富山地裁 事務局次長 徳田 淳二R34. 1 津家裁 首席書記官
’

最高裁発令事項
佐野 司

■■R34 1富山地裁｜事蕊局次屋
I

’

R34. 1福井地裁｜刑事首席書記官 ｜岐阜地裁’刑事次席書記官

胴‘］“阜地ゞ、綱…書記‘｜金… 慶事次艤書記．
後藤 一章 最高裁発令事項

高野 淨 最高裁発令事項

’
最高裁発令事項

■■’
大場 淑江R3.4 1 金沢地裁 民事次席書記官

|

|｜
’ 怖震茂畷『高裁尭令事項R34. 1 金沢地裁 刑事次席書記官

’
’



備考氏名異動前官職発令事項発令年月日



備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日



発令事項発令年月日 異動前官職 備 考氏名

’



発令事項 異動前官職 備 考発令年月日 氏名

■

’

■ﾛ■



発令事項 異動前官職 備 考〒発令年月日 氏名



常置委員会諮問等事項

(調査職（首次席総括クラス）一高裁任命権，参考:最高裁任命権等）

発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名 備 考

R3. 4. 1 神戸家裁 首席家裁調査官 金沢家裁 首席家裁調査官 松井 靖文 最高裁発令事項

R341 |金沢家裁 首席家裁調査官｜山形家裁 首席家裁調査官 仁瓶正人 最高裁発令事項
神戸家裁姫

路支部

金沢家裁

総括主任家裁調査官|金沢家裁

横浜家裁小

|頚…萱官園原糞“,首席家裁調査官 名古屋家裁

浦上 豊秋 最高裁発令事項

山本 吉克 最高裁発令事項

佐藤 和英 最高裁発令事項

次席家裁調査官

総括主任家裁調査官

R3. 4. 1

33 41．1

R3. 4. 1 甲府家裁 ｜首席家裁調査官 名古屋家裁 次席家裁調査官 佐藤 和英 最高裁発

鯛4’名古屋家裁次席家裁調査官名古塵家裁筈蕊蕊蒻蕊 ’中稔治併任躍除
最高裁発令事項

(本務）

名古屋高裁発令

事項(併任）

最高裁発令事項

最高裁発令事項

■■

R3. 4. 1名古屋蒙裁蕊蕊蕊蕊曾頚家裁堺次薦蒙裁調査官 永井 政樹

|ゞ々木緯￥’R3. 4. 1 熊本家裁 次席家裁調査官

"41鯉鳶裁浜総括主任家裁調査官

R3. 4. 1 東京家裁 i総括主任家裁調査官

R3.4. 1 富山家裁 次席家裁調査官

後藤 良

塞
一
塞

発
一
発

今
や
一
〈
わ

》率■

大島 弘樹

横島 健一郎

富山家裁 次席家裁調査官

｜
’口IJI



常置委員会諮問等事項

（

‐
氏
山
リ
ゾ
ー

備 考異動前官職発令事項 氏名発令年月日



常置委員会諮問等事項

｜）(’

備 考異動前官職発令事項 氏名発令年月日



常置委員会諮問等事項

(’ ’ ）

備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日

’



常置委員会諮問等事項

|）(’

備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日

’

’



備 考異動前官職発令事項 氏名発令年月日

’

ﾉ



備 考異動前官職発令事項 氏名発令年月日

’
’

｜
'



常置委員会諮問等事項

■）I

備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日



常置委員会諮問等事項

I |)

,発令年月日 発令事項 備 考異動前官職 氏名



常置委員会諮問等事項

I |）

備 考発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名

0



常置委員会諮問等事項

■■■）(！
’

発令事項 異動前官職 氏名 備 考発令年月日



常置委員会諮問等事項

(’ ■■■）

発令事項 備 考異動前官職 氏名発令年月日



常置委員会諮問等事項

(’ ’

発令事項 異動前官職 備 考発令年月日 氏名



(%'1紙第4）

裁判官以外の裁判所職員の昇格等

’

１

」 | _

1官職｜氏端’ 備 考所属庁

’

冨聴｜氏鞄｛’ ’ 備 主所属F

I
氏 名’ 備 考戸ﾄI属庁 官 聡

'叶属庁 1T 職 氏 名 ’
’

備 考

’ -- -一一－－－－－－－ －

｜匿恥｜‘接’ ’('附 考ﾄﾘ衿腰庁

｜倉職｜院トホ所,嘱庁 ’
12. 幸

ﾄH 弓

｜一

宮職｜巖､’ ’
4

1

1 悩 考所属月

|－



－1

’ ’
’

1

1 ’IiT "j･1 阿 職

二
・
１

雌
悔
両

〃
小
〃 考氏 名

｜
’

I
’

’ ’

１
１

長 ぞ，所属庁

聯『
１
，
１

Ｊ言い・ト

１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
。

|－

所届庁
｜
｜

'

官 職 備
で

勺氏一名



ワ
ー

自 職 氏 名 1胸 差
｜

’
所属庁

1

1 | －－－
’

’ 月｢属庁 自職 ｜ 氏名 I'剛 考

’

呂 職 氏 名 備 考可I雁庁｜
’ ’

''''''''''''''''''－－－－－，…一ー
｜

呂職 ｜ 氏名
一 ↓－．--- 一一．-.．‐－．，‐．.‐，”－．

備 考

備氏 名r職
＝

仁1肝l禺庁

’

ﾛ ロ
「 所属庁 ｜官轍｜〃名 備 考

1

ﾛｰ
菖 刷 I 備 老可r届斤 l弓 伯

「

’4

’
|‐

i氏 名 備 考斫属庁 ｜ 自幟

■ ！



51

I ’

｜富職｜氏名I 備 考所属庁

P ’
備 考’ 氏 名所属庁 ’ 自 職

I

下戸職｜氏名’ 備 考111属庁 氏 私

|－富聴J氏名’ 備 考所属庁

－1
｜
'

’
’ ’

｜
’

d

l I

備 考氏 名所属庁 行 職

瓜下りl.Efi ｜“鴫 ’ 備 考昌聰

烏
恂

~’
’

|－且 & _’
’

’
一 一 I

１１１‐－‐」 備 塞所属庁 自・恥

｜

｜氏 面 備 才可,辰庁 自j職

所属庁
1

備 考氏 名官 職

｜
'



（別紙第5）

開示申出状況 令和3年6月1日現在

’
申出日

(受理巳）
苦情の有無終局（通知）結果終局（通知）日開示申出内容（司法行政文書の名称等）

一部開示

(不開示情報）

ｊ

日
日

８
８
１
１

月
月

１
１

年
年

３
３

日
日

矛
禾

合
わ
《
祠 令和3年2月1日1

－部開示

(不開示情報）

ｊ

日
日

月
月

２
２

年
年

３
３

和
和

く
わ
《
わ 令和3年2月17日

２

ｊ

日
日

１
１

３
３

月
月

３
３

年
年

３
３

和
和

く
わ
《
わく 全部開示令和3年4月20日令和3年4月20日3

※ 令和2年1 2月2日から令和3年6月1日までに終局（通知）をした開示申出である。

※ 上記のほか，令和3年6月1日までに終局（通知）をしていない開示申出が2件ある。


